
指定居宅介護支援事業所 

コスモス一本杉ケアプラン運営規程 

（事業の目的） 

第１条 コスモスケア株式会社が開設する、コスモス一本杉ケアプラン指定居宅介護支援事業

所（以下「事業所」という。）が行う指定居宅介護支援の事業（以下「事業」という。）

の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介

護支援専門員（以下「介護支援専門員」という。）が、要介護状態にある利用者(以下

「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を行うことを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条一、事業は、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 

二、事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に 

基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ

効率的に提供されるよう配慮して行う。 

三、事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に

提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当

に偏することのないよう、公正中立に行う。 

四、事業所は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介

護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 

五、事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 

六、事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第 118条の２第

１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行

うよう努める。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

   一、名称  コスモス一本杉ケアプラン 

   二、所在地 仙台市若林区一本杉町 20-2 

 

（職員の職種、員数、及び内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

 一、管理者  １名（常勤職員、介護支援専門員と兼務） 

     管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

 二、介護支援専門員 4名以上（主任介護支援専門員 1名を含む常勤職員 3名以上、非常勤 

1名以上、内１名は管理者と兼務）介護支援専門員は在宅介護に関する相談・居宅サ

ービス計画の作成に当たるものとする。 

 

 



（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

   一、営業日 月曜日から金曜日までとする。 

ただし、１２月３０日から１月３日までを除く。 

   二、営業時間 午前８：３０～午後５：３０までとする。 

   三、電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

（居宅介護支援の提供方法及び内容） 

第６条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。 

   一、利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応 

     利用者の相談を受ける場所：事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所 

   二、課題分析の実施 

課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接

して行うものとする。 

三、使用する課題分析表の種類 

     居宅宮城県版アセスメント 

   四、居宅サービス計画原案の作成 

   五、サービス担当者会議または照会等の実施 

   六、居宅サービス計画の確定 

   七、居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携 

介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して 

居宅サービス計画書を交付し、個別サービス計画の提出を求める。 

   八、サービス実施状況の継続的な把握及び評価 

 

（利用料金） 

第７条一、指定居宅介護支援の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。 

   二、通常事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を

徴収する。 

      実施地域を越えてから、片道おおむね２０キロメートル未満 １，０００円 

      実施地域を越えてから、片道おおむね２０キロメートル以上 ３，０００円 

   三、前項の費用の支払を受ける場合には、ご利用者様又はそのご家族様に対して事前に

文書で説明を行った上で支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けること

とする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は、仙台市、多賀城市の区域とする。 

 

 

 

 



(医療との連携) 

第９条  事業所は利用者の主治の医師等又は関係医療機関との間において、利用者の疾患に 

対する対応を円滑に行う為に、疾患に関する情報について必要に応じて連携を図る。 

入院、受診時等には、当該事業所名、連絡先、および担当介護支援専門員の氏名を 

伝える事を依頼する。（医療保険証、お薬手帳等に当該事業所の介護支援専門員の名刺 

を添付する等の対応を依頼する。） 

 

（相談・苦情対応） 

第１０条 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置するとともに担当者 

を明示し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた居宅サービ 

スに関する利用者の相談、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応する。 

   事業所担当者  宮川 祥子  連絡先 ☎０２２－２９０－５５５８ 

また、上記に関する利用者の相談、苦情等に対する担当者以外の窓口として 

以下の機関がある事を明示する。 

 

 仙台市健康福祉局保健高齢部介護事業支援課 ケアマネジメント指導係 

     青葉区国分町３丁目７－１     ☎０２２－２１４－８６２６ 

   宮城県国民健康保険団体連合会 

     青葉区上杉１丁目２－３      ☎０２２－２２２－７７００ 

仙台市青葉区役所 介護保険課  介護保険係 

  青葉区上杉１丁目５－１      ☎０２２－２２５－７２１１ 

仙台市宮城野区役所 介護保険課 介護保険係 

  宮城野区五輪２丁目１２－３５   ☎０２２－２９１－２１１１ 

仙台市若林区役所 介護保険課  介護保険係    

  若林区保春院前丁３－１      ☎０２２－２８２－１１１１ 

仙台市太白区役所 介護保険課  介護保険係 

  太白区長町南３丁目１－１５    ☎０２２－２４７－１１１１ 

仙台市泉区役所  介護保険課 介護保険係 

  泉区泉中央２丁目１－１      ☎０２２－３７２－３１１１ 

多賀城市役所保健福祉部福祉課 

         多賀城市中央２丁目１－１     ☎０２２－３６８－１１４１ 

（衛生管理等） 

第１１条 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措

置を講じるものとする。 

 一 事業所のおける感染症の予防及びまん延の防止のために対策を検討する委員会（ 

テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする）を概ね６月に１回 

  以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 

 二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する 

 三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び 

訓練を定期的に実施する。 



 

（非常災害対策） 

第１２条 指定居宅介護支援事業所の提供中に天災その他の災害が発生した場合には、利用者

の避難等適切な措置を講ずる。管理者は日常的に具体的な対処方法、避難及び協力機関等と連

携方法を確認し、非常災害時には避難等の指揮を執る。 

２ 非常災害に備え、年 2回以上の訓練を行う。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１３条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

るものとする。 

 一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、従業者に周知徹底を図る。 

 二 虐待防止のための指針を整備する。 

 三 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現

に養護する者） による虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速やかに、これ

を市町村に通報するものとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第１４条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、

速やかに利用者の家族に連絡を行うと共に必要な措置を講じる。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１５条 一、事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を設ける。 

       採用時研修  採用後１か月以内 

        継続研修    年１２回以上 

    二、事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる  

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための 

方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

    三、従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

    四、従業者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる

ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者

との雇用契約の内容とする。 

    五、この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はコスモスケア株式会社と

事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

      附 則 

       この規程は、令和 6年 12月 1日から施行する。              


